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最高裁秘書第838号

平成30年3月2日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

平成30年2月2日付け（同月5日受付，最高裁秘書第467号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成28年6月22日付け最高裁判所訟廷首席書記官補佐事務連絡「刑事上訴

事件記録の送付について」 （片面で3枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）



平成28年6月22日

高等裁判所刑事訟廷管理官殿

最高裁判所訟廷首席書記官補佐和栗秀嗣

刑事上訴事件記録の送付について（事務連絡）

上告審において正確で迅速な事務処理を行うため，昨年度各庁から送付された刑

事上訴事件記録から見た依頼事項を別紙のとおり取りまとめましたので，今後の上

訴事務の処理に当たり，留意してください。

なお，事件記録の送付に関する疑義は，第二訟廷事務室刑事事件係に照会してく

ださい。

おって，貴高等裁判所支部，管内地方裁判所及び家庭裁判所の事務担当者に対し

ては，貴職からお知らせください。



(別紙）

1 平成27年11月16日付け当職事務連絡別紙の2でも依頼していますが，上

告事件について，以下に該当する事項がある場合には，記録送付書の備考欄等に

その旨を必ず記載してください。

（1）執行猶予期間満了まで6月以内の場合の「執行猶予期間満了予定日」

（2） 勾留中の被告人で残刑期が6月以内の場合の「短期実刑」の記載

(3)受刑収容中の被告人における「刑の執行終了予定日」

（4） 身柄の移送予定がある場合の「移送予定日」及び「移送予定の収容先」

（5） 上告審における弁護人選任届を原審で受理している場合の「上告審弁護人名」

（6）被害者の住所等をマスキングして事件記録を閲覧謄写させた事件について；

マスキングしたままの状態で事件記録を送付する場合のその旨の記載

（7）裁判員事件において，第5分類以外に裁判員の個人情報があるときはその旨

の記載

2上記事務連絡別紙の3の(3)でも依頼していますが，特別抗告事件の記録送付に

際しては，次の点に留意してください。

原決定謄本を被告人等に送達した郵便送達報告書が未着で事件記録に編てつす

ることができない場合には，郵便追跡サービスで書留引受番号を検索した結果を

印刷したもの及び書留郵便物受領証の写し等の資料を事件記録に添付するなどし

て，適宜の方法により送達の状況を当審に連絡してください。

3 勾留（延長）に関する特別抗告事件等の要急事件については， 申立てがあった

ときに，第二訟廷事務室刑事事件係に事前連絡してください。

4記録送付書の誤記（被告人等の氏名，事件名，事件番号，原決定日，特別抗告

申立日，記録冊数，最終の勾留期間満了日，被告人等の収容場所（住所，電話番

号，郵便番号等） ） ，庁名及び送付年月日の記載漏れ，書記官の押印漏れが依然

として散見されます。事件記録の送付に際しては，一件記録と記録送付書とを照

合して記載内容に棚鋸や漏れがないように注意してください。



5勾留票の「身柄に関する裁判」欄の記載について，身柄の変動事由を明らかに

，するために，控訴棄却の判決のときは「判決（控訴棄却） 」 と記載してください

（例えば， 1審判決が破棄されて自判（実刑） されたときは「判決（破棄実刑） 」

等と記載してください。 ） 。

上告申立て後，事件記録は早期に送付してください。6

〃


